
本学では、今年度 10月から 

自転車・バイクの登録制度を導入します。 
 

《登録制度の概要》 

 ・本学全構成員（学生・教職員・関係業者）を対象に実施します。 

 ・公用自転車（部局や研究室等で所有の自転車）も対象とします。 

※ 構内に駐輪する自転車等（バイク・原付を含む）は全て対象とし、車両 1台につき 1

枚の ICタグを貼ります。  

 ・登録制度の運用開始日は、H25.10.1 とします。 

 

《登録制度による期待できる効果》 

 ・違反駐輪の排除  ⇒ ICタグにより所有者を判明、個別指導を行います。 

 ・放置自転車等の削減 ⇒ 未登録自転車等は撤去・処分します。 

 ・構内自転車数の把握 ⇒ 駐輪場の効果的な新設計画の基礎資料となります。 

  

《ICタグの機能》 

 ・ラベルタイプの形状で、自転車等の車体へ貼付、防水、温度耐性（－20℃～85℃）。 

・専用のリーダー機により登録者を検索、盗難情報等も即時照会可能。  

 

登録手続き等については、今後、大学ＨＰ、各種広報紙及び掲示板で周知しますので、

自転車、バイク、原付を利用する学生は、必ず登録するようお願いします。 

受付・ＩＣタグの配付は、7月から実施する予定です。 

なお、平成２５年９月３０日までは１人につき、ＩＣタグ１枚を無料で配布する予定

です。（10月以降は、有料化する予定です。） 

 

全学説明会を開催します。 

6月 18日（火）、6月 24日（月）の 2日間 

      場所：大学会館ホール 

      時間：両日とも１８：１０～１９：００ 
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